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家庭ごみの廃棄物処理については、全面的に消費者、自治体にその役割 ・ 負担
がかかっていました。そこで、 家庭から出るごみの6割（容積比）を占める容器包
装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るために
容器包装リサイクル法（注1）は施行されました。
容器包装リサイクル法では、これまでの消費者や自治体が行っていた廃棄物処理
の責任の一部を拡大生産者責任（注2）を導入することによって、事業者による容器
包装類の生産や流通、販売段階を含めた排出抑制 ・ 減量 ・ 資源化の取り組みが
推進されています。プラスチック容器包装類のリサイクルによるごみの減量は、
消費者・市町村・事業者が協力して取り組む事業です。
注 1：容器包装リサイクル法（「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」）
注 2：拡大生産者責任
　　　容器包装を含む製品の設計・製造に最も影響を与える生産者に対し、物理的・金銭的責任
　　　を当該製品の廃棄後まで全面的若しくは部分的に拡大する環境政策の手法。
　　　単に金銭的負担を生産者に拡大することではなく、生産者による環境配慮設計を促すことも
　　　目的としています。

【市町村】【消費者】
容器包装廃棄物の排出
を抑制し、住んでいる地
域のルールにそって分
別排出する。

使用済みのプラスチック
容器包装類を収集、選別
して保管する。

プラスチック容器包装類のリサイクルには、厳しい品質基準があり
ます。異物の混入（汚れが付着している物、リサイクル原料として
適切でない物など）により、基準を満たさない場合は、引き取りを
拒否され、より大きな処理費用を負担することになります。
プラスチック容器包装類の適正排出にご協力をお願いします。

　　　　【特定事業者】
「容器」「包装」を利用して中身を販売
したり、生産・製造する事業者や商品
を輸入して販売する事業者からなり、
リサイクルの義務があります。

　　【資源化事業者】
市町村で収集されたプラスチック容器
包装類の分別基準適合物を運搬・再生
加工し、新たな「資源」へと生まれ変
わらせる。

カラスは視覚が鋭く集団で行動しており、常に食べ物がないか探し回っています。
一度ごみを荒らされてしまうと、日常的に狙われたり、その地域一帯でカラス被害が広がる
恐れがあります。また、カラスに突かれたごみ袋は、収集時に破けてごみが散乱してしまい、
収集作業員が掃除することになるなど、二次的に被害が大きくなることもあります。

➡

強風により、資源収集用カゴやプラスチック容器包
装類、ペットボトル等が飛散して、車道まで飛ばさ
れている場合もあります。
飛散物により、交通事故等の原因にもなりかねませ
んので、強風時にはごみ・資源物の飛散防止対策を
お願いします。

カラス対策用ネットはしっかりかける
  ネットのちょっとした隙間からごみ
  をひっぱり出されてしまうこともあ
  りますのでご注意ください。

  カラスに荒らされた場合
  カラスに狙われ続けてしまう危険性
  があります。対策を行って、カラス
  が諦めるまで注意が必要です。

指定袋に入れる生ごみを隠す
 生ごみは新聞紙や紙袋等で
  覆って、指定袋の外側から
  見えないようにしましょう。


